
 

1 

認知症対応型通所介護重要事項説明書 

＜令和  年  月  日 現在＞ 

 

 

１ 事業の目的 

社会福祉法人 欣彰会が開設する敬寿園デイサービスセンター（以下「事業所」とい 

う。）が行う認知症対応型指定通所介護事業（以下［事業］という。）の適正な運営を確 

保するため人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の職員が、要介護状態にある 

高齢者等（以下「利用者」という。）に対し、適正な指定通所介護を提供することを目的 

とします。 

 

２ 運営の方針 

（１）事業の実施にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立 

ったサービスの提供に努めます。 

（２）事業所の職員は、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ 

るよう、必要な日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立 

感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図り 

ます。 

（３）事業の実施にあたっては、地域や家族との連携を重視し、関係市区町村、他の介護 

   保険事業者、保健・医療分野との協力を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

３  サービス利用の留意事項 

（１）当日デイサービスをお休みされる方につきましては、当日８時００分までにご連絡くだ

さい。 

（２）送迎利用を中止する場合、迎えは８時００分頃までに、送りに関しては１４時００分頃

までにご連絡ください。 

（３）サービス利用時、体調不良の場合は速やかに事業所にご連絡ください。 

（４）サービス利用にあたり、利用開始日までに緊急時の連絡先を事業所にお伝えください。

なお、緊急時の連絡先に変更が生じた場合には、速やかにご連絡ください。 

  （５）サービス利用前日からの飲酒を控えてください。なお、飲酒の疑いがある場合は、事業

所の判断にてサービス利用が困難と判断した場合、利用をお断りすることがあります。 

（６）サービス利用の際、自宅から飲食物の持ち込みは控えてください。なお、体調等の理由

により、その飲食物の携帯が必要な場合は、事前に事業所職員にお知らせください。 

 

４ 事業者が提供するサービスについての相談窓口 

   電話  ０４８－６８６－２６１１ 

   担当  佐藤 奈美 

      ＊ご不明な点は、なんでもおたずねください。 

 

５ 敬寿園デイサービスセンターの概要 

（１）提供できるサービスの種類  認知症対応型通所介護サービス及び付随サービス 
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（２）施設の名称及び所在地等 

施設名称  敬寿園デイサービスセンター 

所在地  埼玉県さいたま市見沼区大字片柳１２９８番地 

介護保険指定番号  埼玉県 1170300444 

サービスを提供する 

対象地域 
 さいたま市 

  上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

 

（３）施設の職員体制 

 常勤 非常勤 業務内容 計 

管理者  名（ ）  サービス管理全般 名（ ） 

生活相談員 名（ ） 名（ ） 生活上の相談等  名（ ） 

機能訓練指導員 名（ ）   名（ ） 
リハビリテーション・

機能回復訓練等 
名（ ） 

事務職員 名（ ）   名（ ） 一般事務・料金請求等  名（  ） 

看
護
介
護
職
員 

看護師（准看含む） 名（ ）   名（ ） 
医療、健康管理業務等 

名（ ） 

    名（ ） 

介護職員 名（１） 名（ ） 日常介護業務等 名（ ） 

 

（４）設備の概要  

定員 認知症対応型  １２名 静養室      ２室 

食堂・機能訓練室          ２室 相談室      ２室 

浴室 
一般浴槽と機械浴槽が 

あります 

送迎車      ７台 

  

 

（５）事業時間 

月～日 ８：００～１８：３０（但し、12 月 30 日～1 月 3 日までを除く） 

 

 

６ サービスの内容 

   「認知症対応型通所介護計画」に沿って、送迎、食事の提供、入浴介助、機能訓練 

生きがい活動その他必要な介護を行います。 
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７ 料金 

（１）利用料金 

①認知症対応型デイサ－ビス利用料 

 提供時間 
１日あたりの自己負担額 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

要支援１ 
５～６時間 ７２２円 １，４４３円 ２,１６４円 

７～８時間 ８３５円 １，６７０円 ２,５０５円 

要支援２ 
５～６時間 ８０４円 １，６０７円 ２,４０５円 

７～８時間 ９３４円 １，８６７円 ２,８０１円 

要介護１ 
５～６時間 ８３３円 １，６６６円 ２,４９９円 

７～８時間 ９６６円 １，９３２円 ２,８９８円 

要介護２ 
５～６時間 ９２３円 １，８４６円 ２,７６９円 

７～８時間 １，０６９円 ２，１３８円 ３,２０７円 

要介護３ 
５～６時間 １，０１２円 ２，０２３円 ３,０３５円 

７～８時間 １，１７４円 ２，３４８円 ３,５２２円 

要介護４ 
５～６時間 １，０９９円 ２，１９７円 ３,２９５円 

７～８時間 １，２７９円 ２，５５８円 ３,８３７円 

要介護５ 
５～６時間 １，１８８円 ２，３７６円 ３,５６４円 

７～８時間 １，３８２円 ２，７６４円 ４,１４６円 

・サービス提供体制強化費（介護福祉士配置）が利用料金に加算されます。  

１日あたり自己負担額 ２４円（１割）、４８円（２割）、７２円（３割） 

・ADL 維持等費Ⅰ １ヶ月３３円（１割）、 ６５円（２割）、 ９８円（３割） 

  ・ADL 維持等費Ⅱ １ヶ月６５円（１割）、１３０円（２割）、１９５円（３割） 

・科学的介護推進体制費１ヵ月４４円（１割）、８７円（２割）、１３０円（３割） 

・処遇改善費が１ヶ月の利用料（サービス内容）に応じて１８.１％発生します。 

・昼食代  おやつ代を含み、自己負担額は６２０円 

・日常生活費、教養娯楽費等 １回あたり日常生活費 ６０円、教養娯楽費 １５０円 

項  目 金  額 備  考 

日常生活費 ６０円／日 

紙ティッシュ、歯ブラシ、入れ歯洗浄

剤、タオル、バスタオル、カミソリ、

化粧品等 

教養娯楽費 １５０円／日 

華道活動、習字、園芸、折り紙、喫茶、

アロマテラピー、絵手紙、行事等の材

料費 

②その他 

   選択により下記のような加算料金又は減額があります。（自己負担額、１日あたり） 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

入浴費 ４４円 ８７円 １３０円 

入浴費Ⅱ ６０円 １１９円 １７９円 

個別機能訓練費 ３０円 ５９円 ８８円 

栄養改善費 ２１７円 ４３４円 ６５０円 

栄養アセスメント費 ５５円 １０９円 １６３円 

口腔機能向上費Ⅰ １６３円 ３２５円 ４８８円 

口腔機能向上費Ⅱ １７４円 ３４７円 ５２０円 

口腔栄養スクリーニング費 ６円 １１円 １７円 
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・自主来所（送迎を利用しない場合）  

利用料から片道－５１円（１割）、－１０２円（２割）－１５３円（３割）を減額し

ます。 

・通常のサ－ビス提供する地域にお住まいの方は無料です。 

それ以外の地域の方は、交通費の実費が必要です。なお、自動車を利用した場合の交 

通費は、次のとおりとします。 

①さいたま市境から、片道おおむね５キロ未満  １００円 

②さいたま市境から、片道おおむね５キロ以上  ２００円 

・介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払 

われない場合があります。その場合は、利用料金の全額をご負担いただき、サー 

ビス提供証明書を発行いたします。 

サービス提供証明書を後日市区町村の介護保険担当窓口に提出しますと、 

差額の払い戻しを受けることができます。 

（２）支払方法 

     毎月、１５日までに前月分の請求をいたしますので、２６日までにお支払いくださ 

い。お支払いいただきますと、領収証を発行します。 

   お支払方法は、ご契約の際に決めさせていただきます。 

 

８ サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

      まずは、お電話等でお申し込みください。当施設職員がお伺いいたします。 

      「通所介護計画作成」と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。 

      「居宅サービス計画」の作成を依頼している場合は、事前にその介護支援専門員と 

ご相談ください。 

（２）サービス利用契約の終了 

    ① 利用者のご都合でサービス利用契約を終了する場合 

       サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出ください。 

  ② 事業者の都合でサービスを終了する場合 

    人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合 

   がございます。その場合は、終了３０日前までに文書で通知いたします。 

    ③  自動終了 

    以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。 

・ 利用者が介護保険施設に入所した場合………入所日の翌日 

・ 介護保険給付でサ－ビスを受けていた利用者の要介護認定区分が非該当（自 

立）、または要支援１、要支援２と認定された場合。 

・ 利用者が死亡した場合……その翌日 

  ④ その他 

   ・ 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、 

    利用者ご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当時業 

者が破産した場合、利用者は文書で解約を通知することによって即座にサービを 

終了することができます。 

   ・ 利用者が、サービス利用料金の支払いを１５日以上遅延し、料金を支払うよう催促 

    したにもかかわらず、１５日以内に支払わない場合、利用者が正当な理由なくサービ 

    スの中止をしばしば繰り返した場合、利用者が入院または病気等により３か月以上に 

    わたりサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合、または利用者 

やご家族などが事業者や施設の職員に対してハラスメント行為などを含む本契約を継
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続しがたいほどのハラスメント行為などを含む背信行為を行った場合は、文書で通知

することにより、即座に契約を終了させていただくことがございます。 

 

（３）サービス利用に当たっての留意事項 

  ①予定していた指定地域密着認知症対応型通所介護及び指定地域密着介護予防認知症対応

型通所介護（以下「事業」という）のサービス利用を中止する場合は、当日午前８時０

０分までに事業所に連絡するものとする。 

 

  ②予定していた事業の送迎利用を中止する場合は、迎えは当日午前８時００分までに、送

りに関しては当日午後２時００分までに事業所に連絡するものとする。 

  ③サービス利用時、体調不良の場合は速やかに事業所職員に連絡するものとする。 

  ④サービス利用にあたり、利用開始日までに緊急時の連絡先を事業所に届出るものとする。

なお、緊急時の連絡先に変更が生じた場合は速やかに事業所に届出るものとする。 

 

９ 身体拘束について 

   利用者の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束、その 

  他利用者の行動を制限する行為を行いません。 

   なお、緊急やむを得ず身体拘束が必要と判断した場合には、本人またはご家族に対 

  して充分な説明を行い、同意を頂いてから対応させて頂きます。 

 

１０ 虐待の防止に関する事項 

 （１）事業所は、利用者の人権の擁護・虐待防止策のために、次の措置を講じるものとしま

す。 

   ①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催します。 

   ②虐待防止のための指針を整備します。 

   ③職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

   ④虐待防止のための措置を適切に実施する為、担当者を配置します。 

 （２）事業所は、サービス提供中に、当事業所または養護者（利用者の家族等高齢者を現に

養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかにこれ

を市町村に通報するものとします。 

 

１１ ハラスメントの対応について 

   事業者は、別紙の方針に基づき、ハラスメントの予防及び対策をいたします。お互 

  いに良いサービスが提供できるよう、ご利用者・ご家族の皆様も、ご協力をお願いいたし

ます。 

 

１２ 非常災害対策 

 （１）事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害に備えるため、定期的に 

避難、救出そのその他必要な訓練を行います。 

 （２）事業所は、非常災害が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的に提供で  

   きる体制を構築する観点から、事業継続計画を策定し、定期的に研修・訓練（シュミレ

ーション）の実施を行います。 

（３）事業継続計画は、以下の２つの事態に対応するものとします。 

   ①非常災害等 

   ②感染症まん延時 

１３ 事故発生時の対応 
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職員は、サービス提供時により事故が発生した場合には、事故対応マニュアルに従い 

ご家族、市区町村、関係医療機関等へ速やかに連絡を行うなど必要な措置を講じます。 

 

１４ 緊急時の対応方法 

   サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、主治医、救急隊、親族、居宅介護 

支援事業者等へ速やかに連絡をとる等、必要な措置を講じます。 

 

１５ 秘密保持 

１ 事業者及び職員等は、個人情報保護法等に基づき、サービス提供をするうえで知 

 り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。 

この守秘義務は契約終了後も同様です。 

２ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議 

 等において、利用者及び家族の個人情報を提供しません。 

 

１６ 賠償責任 

（１）事業者は、契約に基づいてサービスを提供するにあたって、事業者もしくは施設の 

   職員の故意や過失、もしくは契約上の注意義務に違反して利用者の生命・身体・財 

産に損害を与えた場合は、その損害賠償責任を負います。 

   ただし、その損害について、利用者の故意、過失もしくはこの契約上の注意義務、 

もしくは施設の職員の正当な業務上の指示に違反が認められる場合は、その状況を 

斟酌してその賠償額の減額または免除をすることができるものとします。 

（２）利用者は、施設において、故意または過失もしくはこの契約上の利用者の義務に 

   違反して、施設の職員または他の利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合は、 

   その損害賠償責任を負います。その場合、前項のただし書きを準用します。 

（３）事業者及び利用者は、第１項及び第２項にかかる賠償については、誠意をもって 

   速やかに対応し、履行するものとします。 

 

１７ サービスの第三者評価実施状況 （ 有 ・ 無 ） 

 

実施年月日    年   月   日   評価機関              

  評価結果開示状況 （ 有 ・ 無 ） 

 

 

○ 相談、要望、苦情等の窓口 

   通所介護に関する個人情報、事故発生時の対応、秘密保持等に関する相談、要望、 

苦情等の対応は、担当者か介護保険証を発行した市区町村、国民健康保険団体連合会の窓

口でもお受けしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ7.4. 


